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別紙標準様式（第７条関係） 

 会 議 録  

会 議 の 名 称 第２回（仮称）枚方市手話言語条例策定審議会 

開 催 日 時 令和２年９月３日（木） 14時00分から16時00分まで 

開 催 場 所 枚方市立メセナひらかた会館 大会議室 

出 席 者 

小寺会長、東副会長、今堀委員、石川委員、川元委員、中井委員、

山田委員、若槻委員、森本委員、前田委員、島田委員 

（事務局）山崎健康福祉部長、服部地域健康福祉室長、三谷障害福

祉（生活支援）担当課長、藤本障害福祉（総務・事業）担当課長、

峻課長代理、山元係長、藪本係員 

欠 席 者 なし 

案  件  名 
１．（仮称）枚方市手話言語条例（事務局試案）について 

２．その他 

提出された資料等の 

名 称 

１．（仮称）枚方市手話言語条例（事務局試案） 

２．【アンケートまとめ】手話サークル意見聴取 

３．（仮称）枚方市手話言語条例策定審議会の傍聴に関する取扱要

領（改訂案） 

決   定   事   項  

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 １０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
障害福祉担当 
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定刻になりましたので、ただいまから「第２回（仮称）枚方市手話言語条例

策定審議会」を開催いたします。 

 本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 では早速でございますが、本日の案件といたしましては、事務局からの試案

についての１件ということですので、その件を集中的に議論していただきたい

と思っております。 

 まず、事務局からの説明を受けた後、皆様方から活発なご意見を伺いたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、案件に入る前に、この会議は公開となっております。本日の傍聴希望

者がいる場合は、これを許可します。おられますか。 

 

 傍聴者いらっしゃいます。 

  

（傍聴者入場） 

 

それでは案件に入りたいと思います。 

 案件１といたしまして、「（仮称）枚方市手話言語条例（事務局試案）」に

ついて事務局のほうからご説明をお願いいたしたいと思います。 

 

それでは、「（仮称）枚方市手話言語条例（事務局試案）」についてご説明

いたします。 

 聴力障害者協会やろう輪会からの御意見やサークル８団体からのアンケート

の集計などを参考に、また前回の審議会にてお示しをいたしました先行条例で

共通となる項目について、枚方市でも盛り込むこととして試案を作成いたしま

した。この会議には、当初骨子案をお示しすることとしておりましたが、ご意

見をいただき議論を深めるためにも、試案という形でお示しさせていただいた

ところでございます。 

 審議会でのご意見を反映して、よりよいものにしたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。 

 それではまず、試案を御覧ください。 

 骨子でございますけれども、目的として第１条、第２条に用語の定義、第３

条基本理念、第４条に市の責務、第５条に市民の役割、第６条、事業者の役

割、第７条に委任となっております。 

 それでは、項目についてご説明させていただきます。 

 まず第１条、目的、この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう

者への理解と手話の普及促進についての基本理念を定め、市の責務並びに市民

及び事業者の役割を明確にするとともに、手話の普及のための総合的かつ計画

的な施策の推進を図り、全ての市民が互いに支え合い、また尊重し合いながら
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安心して心豊かに共生する地域社会の実現を目的とするとしたものです。 

 第２条、用語の定義でございますが、この条例におきまして、（１）「ろう

者」とは、手話を主なコミュニケーション手段として用いる市民をいう。

（２）「市民」とは、市内に居住し、通勤し、または通学するものをいう。

（３）「事業者」とは、市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体を

いうとしました。 

 ここで特にろう者についてですが、聴覚障害者という表現ではなく、手話を

主なコミュニケーション手段として用いる市民といたしました。 

 第３条の基本理念でございます。ろう者への理解及び手話の普及促進は、手

話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を

有することを前提とし、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しあうことを基

本として行わなければならないといたしました。 

 次に、第４条、市の責務でございます。市は、基本理念のもと、ろう者への

理解の促進並びに手話の普及促進に努めるとともに、ろう者が地域において自

立した生活及び社会参加の促進がはかれるように努めなければならない。 

 第２項、市は、ろう者、手話通訳者等と協力して、市民が手話を学ぶ機会の

確保、とりわけろう者が乳幼児期からその保護者または家族とともに手話に親

しみ、手話を学ぶ機会の確保をはかるものとする。 

 第３項として、市は、市民や事業者等が、ろう者及び手話に対する理解と手

話の普及促進を図る取り組みを行う場合に、それを支援する。 

 第５条、市民の役割とありますが、市民は、基本理念にのっとり、ろう者及

び手話に対する理解を深め、施策に協力するように努めるものとする。 

 第６条、事業者の役割といたしまして、事業者は基本理念にのっとり、ろう

者及び手話に対する理解を深め、施策に協力するとともに、ろう者が利用しや

すいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整えるよう努めるもの

とする。 

 第７条の委任として、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるも

の。あと附則があります。 

 以上、こちらのほうの試案のご議論よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 ただいま市のほうから、言語条例の事務局試案が出てまいりましたが、この

件に関しまして、委員の皆様、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 では、Ａ委員から。 

 

意見があります。４つあります。第２条のところに子どもも入れてほしいで

す。 

その次に、教育、先ほど資料をお渡ししていますが、２ページ目の教育のと
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ころとか、財政措置、意見の聴取のところも入れてほしいです。 

 第２条のところでは、１ページ目です。「ろう者」とは、手話を主なコミュ

ニケーション手段として用いる聴覚障害者をいう（聴覚障害者には聴覚障害児

も含まれる）という文言をつけてほしいです。 

 そして２ページ目ですね。７条に教育で、市は、学校教育において基本理念

に基づき、手話への理解及び普及啓発並びに手話が必要な児童生徒に対し、手

話による学習支援に努めるものとするという文言を入れてほしいです。第４

条、市の責務に教育が入っていないですよね。だからその７条の教育を追加し

てほしいです。 

 ８条として意見の聴取で施策を推進するにあたって、関係者からの意見聴取

に努めるものとする。 

 次に、９条として財政措置、市は、手話に関する施策を積極的に推進するた

めに必要な財政上の措置を講じるものとする。 

 以上、複数の項目を追加していただきたいと思います。 

 

それでは次にＢ委員どうぞ。 

 

もうちょっと、基本的なことを聞きたいのですが、この事務局からの試案を

いただきましたが、もっと早くほしいです。届いたのは、直前なので検証する

時間がありませんでした。せめて１週間ほど前にいただければうれしいです。

よろしくお願いいたします。 

 それと、この手話言語条例の試案と、平成29年12月に決めた枚方市障害福祉

計画の兼ね合いがどうなっているか説明していただきたいです。 

 

事務局どうぞ。 

 

市の計画は全ての障害がある方もない方も、社会参加できるようになってる

と思いますので、目的のところでも触れておりますように、手話は言語である

との基本理念、市の施策の部分につきましては、全ての市民が大切であり、ま

た尊重し合いながら安心して、助け合いながら共生するという社会実現を持ち

続けるというところで、計画のほうにも合わせていこうと思っております。 

 

Ｃ委員どうぞ。 

 

先ほどおっしゃっていただいた第１条の手話が言語であるとの認識に基づい

て、とあるんですけども、認識ってどのぐらいの方が認識されているのかとい

うのを、もう少し詳しく文書なりにしてもらったほうがよいのかなと思うので

す。 
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 例えば、たぶんＤ委員のほうから手話言語って、どういうことなのかという

説明があると思うんので、そのあたりを聞いていただいて、この条例の中に含

めて書いてもらえたらと思うんですけども、そのやっぱり認識に基づくとい

う、基づくものというのが社会的にあまり理解されていないかなと思っており

ます。 

 

Ｄ委員どうぞ。 

 

Ｃ委員もおっしゃった、手話は言語である。それを理解した上でのことなん

ですよね。今、枚方市で手話サークルとか、手話講習会などをやってますね。

それを見ますと、対応手話、日本語に合わせた手話を出していってる。手話言

語、どうそれを認めて、その範囲というのが国連の障害者権利条約に沿ってい

ますので、手話は言語であるということも認められているんです。世界ろう連

盟でも、手話は言語であるということを発表されました。 

 今枚方市は、まだそれが十分広まってない状態です。日本語対応手話、日本

語に合わせた手話表現ですね。それは、聞こえる人、中途失聴者には通じます

けれども、ろうの方には、日本語を獲得できてませんので、そこで十分通じな

い。対応手話、声を出しながら、話をしながら、手話単語を置き換えていく。

顔の表情、眉の動かし、うなずき、口形、それが日本手話。対応手話は、ろう

の人が見ても分からない、そんな状態なんです。日本手話は顔のうなずきと

か、表情、眉の動きとか、口の形などで表現されます。それがありますので非

常に分かりやすい、通じやすいです。それを理解してもらっている状況は多く

ないです。手話サークルや手話講習会では、みんなほとんど対応手話です。日

本手話を学ぶ場所が少ない、手話言語は日本手話なんですね。対応手話は日本

語があって表していますけども、言語じゃないんですね。 

 

Ｃ委員どうぞ。 

 

先ほどＤ委員も手話のことを２つあるというふうにおっしゃって、本当に生

まれつき聞こえない環境で育った人が使う、ネイティブな手話、日本手話とい

うふうに理解するんですけども。また中途失聴とか、残存聴力がある方は日本

語というのを身につけた後に失聴するので、日本語もありというですね。た

だ、まったく日本語を聞いたことがない、音として聞いたことがない、だか

ら、手を使って、表情とか、全部使って、視覚的な言語を使ってる、日本手話

という言い方。区別みたいな形にしているんですけども、その手話の違いとい

うのもはっきり載せてほしいというＤ委員の意見と、そこにちょっと付け加え

て、私の意見として言わせてほしいのが。 

 例えば大東市の条例であったりとか、あと堺市の条例の前文のところにも、
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手話は、手指や体、表情を使って視覚的に表現する言語です。というのが書か

れていて、ほかのところを見ても、そういうふうに書かれているんですけれど

も、私が思うのがやはり視覚的に見てとか、表情を使った言語というのは、や

っぱり音声言語の中の言語としてというのはピンとこないんです。でも、ちゃ

んと手話を言語として分析してるところでしたら、構文であったり、文法であ

ったり、多分そういうふうな言語としての言い方というのがあるので、その言

葉も使って表現してもいいのかなと思うのです。首の動きや眉毛の動きとか、

首振りとか、顎とか、その大きさ、口の動き、ただの表情だけではないんです

ね。それをうまく皆さんに伝わるような言葉に変えて、文章に置き換えてもい

いのかなと思ったりもします。 

 枚方市も手話について、言語だという認識に基づいてとあるんですけども、

そこをちょっと皆さんが分かりやすい、音声言語と同じように手話言語がある

んだよというような言葉を、何か作って入れてもいいのかなと思ったりもしま

す、 

 

副会長どうぞ。 

 

いくつか、先ほどＤ委員がおっしゃったように、手話は言語であるというこ

とが、なぜ国連でも必要だ、そういう考え方をきちっと世界的にも共有しよう

という考え方が、なぜ必要だったかというところが、枚方市の事務局試案にも

あまり感じられなかったというところがあります。 

 つまり、その手話を使うことも昔は禁じられていたりとか、実際には手話を

使おうと思ってもなかなか使いにくいだとか、市民の人だとか、行政の人が全

然手話に対しての理解がなかったり、手話じゃなくって文書で書いてください

みたいなことをおっしゃったりとか、そういうことでさまざまなコミュニケー

ションが妨げられていたという、それがろう者にとって非常に生活しづらい状

況にあったんだということで、それは全世界、ろう者も人権が侵害されていた

んだということで、言語であると、手話をきちんと私たちの第一言語なんだと

いうことを共有しなければならないという考え方、国連の障害者権利条約、日

本は2014年に批准しましたけれども、そこの熱い思いみたいなところが、例え

ば前文だとかいう形で他市も導入していらっしゃるので、そのなぜという部分

はきちっと明記していただきたいなと思っています。具体的には、障害者権利

条約ということも条例に文言を入れていただきたいなと感じています。 

 それから、ちょっと具体的なところを、また一つお伝えしたいですけれど

も、ろう者への理解という言葉が今回事務局試案に、いくつも出てくるんです

けども、確かにろう者への理解は必要です。それはろう者に対して、なかなか

ろう者の生活実態を知らないとかいうことがあるので、ろう者への理解は必要

です。ただ、これは手話言語条例で、ろう者への理解というか、どちらかとい
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うと障害者への理解という方向で、障害者差別解消条例とか、そういうことが

あれば読めるかなと思うんですけど、ろう者への理解という言葉はいくつかあ

ってもいいんですよ。でも今回は多いと思います。ろう者は気の毒な存在だか

ら理解してあげましょうねというような印象さえ抱いてしまうので、ろう者に

もきちっと生きる権利があるんだ、豊かに生活する権利があるんだということ

は、当然理解しなければならないんだけれども、この手話言語条例で、ろう者

への理解という言葉をあまり強調する必要があるのかということが、私は疑問

でした。手話をきちんと理解して、手話を第一言語とするろう者の人を理解し

ようということは、当然必要だと思うんですけれども、手話言語条例なんだ

と、テーマは手話言語なんだというところ、もう少しこの条例で明らかにして

分かりやすいほうがいいかなと思いました。 

 Ａ委員がご指摘された点も、私も共感するところなんですけども、教育の条

文があることは大事かなと思っています。 

 例えば、4条2項、事務局試案のほうなんですけれども、ろう者が乳幼児時期

からその保護者または家族とともに手話に親しみ、手話を学ぶ機会を確保する

という言葉は、違和感があります。というのも、家族の一人だけがろう者であ

る場合もありますし、家族と別々に暮らしている小さな子どもさんがいたりと

か、本当にいろんな家庭環境があるので、家庭がこういうものだというような

倫理観に基づいた言葉に感じられる。この２項に関してはすごく違和感があっ

て、どんな生活環境にあるろう者もすっと耳に入ってくる、目に入ってくるよ

うなことにしてほしいので。ただ、家族あるべき論みたいな、それは少しちょ

っと時代古いかなと思いますし、教育に譲ってもらったほうがいいかなと思っ

ています。大きくいってその３点です。 

 以上です。 

 

そうですね。権利条約がね、ようやく実行していくというところで、手話は

言語であるという、さまざまな手話の中で、言語で省く、妨げないようなとこ

ろがずっと歴史上あったわけですけども、やっと言語として導入していこうと

いうことなので、そのあたりの少し基本的なところを第一条件に、一番大事な

ところですので。そのあたりを、ある意味、条約から出発していますので、そ

の権利条約のところで手話は言語であるという、それをはっきりと出していた

だいて、そして、それがどういう意味なのかということをね。少し説明してい

こうというところで、もうちょっと明白な表現がいいのではないかというご意

見。そのあたりをもう少しできないかなという感じはします。一番難しいとこ

ろですけどね。定義のところね。 

 

定義ではなくて、手話は言語であるという考え方、定義の問題ではない。 
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手話は言語であるというところを強調すると。 

 

そうですね。はい。 

 

それと、教育の問題が出てましたけども、教育の問題と家庭の問題と、少し

そのあたりの問題で、注意したほうがいいんじゃないかということで、教育の

問題に関しては、学校の中で手話を学ぶということで、いろんな取り組みがあ

りますし、今後もそのあたりの取り組みが必要だと思うんですけども、このあ

たりの教育の問題に関して、どうなんでしょうね。学校の先生もおられますけ

ど、そのあたりのご意見ちょっと聞かせてもらえればなと思うんですけども、

学校現場での手話の取り扱いはどういう位置づけになってますでしょうか。 

 

学校教育というのは、文部科学省で定められている学習指導要領にのっとっ

て時間配分をして行っております。その中で色々あるうちの一つとして手話を

やっているのが現状です。 

 ３の教育のところ見ていただいて、確かにそのとおりだなとも思いますし、

だから、学校教育になぜ重きをおいてるのかなというところも少し疑問もあり

ました。この手話条例は市内に住んでいる方、あるいは市内に通学いうことに

なってきますと、枚方市には大学も抱えております。高等学校もあります。特

別支援学校もあります。そういう広い意味での教育において、手話の普及、あ

るいは政策があってもいいのではないかなと感じました。 

 また、教育委員会の中で総合教育部が市民の方への社会教育をするところで

す。そういったところでの手話の普及は、学校教育だけでなく、教育全体に関

わってという考え方がいいのではないかと私は感じました。 

 

Ｆ委員どうぞ。 

 

小学校でも、教育課程で、人権教育の中で、障害者理解という視点の授業は

やっております。それが現状でございます。 

 

Ｃ委員どうぞ。 

 

学校教育の中でよく聞こえる人、児童生徒さんは、手話を学ぶという、言語

という不安感があると、一般の学校に聞こえないお子さんが通っている場合が

あると思うんです。今はだいぶ増えてきているのかなと思ったりするんです。

その児童とか、生徒に対しての言語としての保障が、やっぱり言語なんで、同

じ種類の通訳みたいな形でついたほうが先生のやってることであったり、学習

が聞こえてる人と同等に出会えるようになるのかなと思ったりもするんです
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ね。 

 以前、私も小学校だったんですけども、通訳、加配みたいな形で入っていた

んです。それってあまり今はないのかなと思ったりするんですけども、やっぱ

りその言語として保障するんだったら、その子供たちや親御さんが要望するの

であれば、そこにもちゃんとした保障が、言語条例にあるのかどうか分かんな

いですけども、あれば要求をされてる方に対してちゃんと使えるような。社会

づくりができたらいいのかなって思ったりしました。 

 もう一点が、私から配らせていただきました。ろう者の困り事とか、労働と

いう部分で、いろいろ集めてみました。そのいろんな部分をちょっと表題をつ

けてまとめてみました。表題のところで、オレンジのついたところが、表題み

たいな形にしたんですけれども、学びの機会とか、教育の、日本語文書のあり

方というところの中に、やはり昔、手話が禁止されていて、口話だけで教育を

受けてきた人たちというのは、やはり教育の質というか、ろうである文化と

か、あまり習得されていないと思うんですね。手話の通訳があるからといっ

て、全部その方に、聞こえる人が言ったことを、通訳を介してその方に全部、

100％と言わずも、80％伝わるかといったら、そうではなくって、手話通訳の

技術はもちろんあるとは思うんですけれども、相手側に知識がなければ、いく

ら通訳とか、翻訳しても伝わらない、もっとそこを細かく言っていかなかった

り、未経験者にとってはいくら通訳を介してでも、うまく伝わらない、基本的

な知識がない、そこでちゃんと通訳がいるんだから伝わっているんだろうと思

われがちであって、そうではないということを、私ども通訳していて、常々感

じます。 

 やっぱり、聞こえない人たちが、言い方が悪いですけれども、無知であった

り、習得されていない情報は、持っていないが故にその知識がついていないと

いうことはたくさんあって、いくら通訳があっても情報が全部伝わらない。成

人の方になっても、手話でちゃんと学べる場、今どこにもないです。広報紙見

ても教育とか講座あるんですけども、主は聞こえる人が主体的になっていて、

そこに通訳者を配置して聞こえる人が入っていくという形なので、背景も違

う、いろんなことが違うということがあって、きちっと学べないんですね。で

すので、聞こえる、聞こえない人が学べる場というのがとても大事だと、私は

常々、手話を始めてだいぶなるんですけども、それがずっと思うんです。通訳

を配置しました。じゃあ、同じような情報量がとられているかといったら、そ

うではない。そこをどういうふうにフォローしようと思ったら、やっぱり知識

であったり情報、手話でちゃんと情報をとれる、手話に学ぶという場というの

はあまりないので、そういう場を増やせるようなところが、教育といっても子

どもさんだけじゃなくって、また聞こえるお子さんだけじゃなくって、聞こえ

ないお子さんに対しても、成人の聞こえない人に対しての教育であったり、教

養であったり、機会というのが必要だなって常々感じているので、ブラッシュ
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アップはしてもらったらなと思ってます。 

 

Ｄ委員どうぞ。 

 

教育は小、中、高、大とありますね。 

ろうあ者が手話で学ぶ機会というのが大事だと思うんです。先生たちも、手

話は何ということを勉強する必要があると思います。それはろうあ者が講演を

頼まれて行くということもあるんです。教育関係者から依頼されて電話がかか

ってきて、通訳を通して依頼されるんですけれども、そうじゃなくって、私に

直接依頼して、通訳をつけて話すみたいな、そういうことが必要だと思いま

す。１年ごとに、担当が変わってしまうので、何度も何度も、同じことを言わ

れたりして困っています。ろうあ者は何という勉強が本当に必要だと思いま

す。 

 

 ちょっと付け加えます。教育現場で、当事者を学校に呼んで手話を教えるこ

とがあるんですけども、その後の説明のときにでも、先生は、私が聞こえない

のを分かっているのに電話をかけてこられる。電話がでれないので、誰かを介

して、その連絡事項を受け取るようになってしまう。じゃなくって、先生と私

と一対一で向き合って連絡をとってほしい、それを何度言っても、また先生た

ちは担当者が変わられる、また同じように電話はかかってくる、聞こえない私

に電話がかかってくる。それを、誰かを介して連絡をとり合わないといけなく

って、私とも向き合ってほしいという、そういう聞こえない人には、どういう

ふうに向き合うかっていうことをちゃんと理解してほしいって。 

 

教育の問題は整理しないとと思いますね。市の責務としてね。 

市民が、手話を学ぶ、それは結構だと思うんですけども、これをその家族の

問題で、家族が一緒になって、こう手話のことを学ぶ機会に、教育的な広がり

があるほうがいいんじゃないかという、ただ、教育となると先ほどね。ご指摘

がありましたけども、小学校行きますと、高等学校、大学、社会教育というこ

とでね。教育も一生涯教育の場ですわね。そうすると、どの場で集中的にやる

んだというようなね。そうすると教育は、市だけでやってるわけではなくっ

て、今は私立学校もたくさんありますので、そういう事業者として扱うのか、

そういう市の責務として扱うのか、様々な問題が出てくるので、このあたりは

少し整理する必要があるのかなと思います。 

 それとＡ委員がご指摘された聴覚障害者、その聴覚障害児を含めるべきやと

いう。そういうご意見もありますけども、これもまた意見が分かれるのかなと

いう感じはするんですけど。そこどうなんでしょうね。Ｇ委員どうですかね。 
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私もこの教育というところは、入れるべき項目ではあると思うんですけれど

も、ここに書いていただいているように、手話が必要な生徒児童に対してとあ

りますけれども、恥ずかしいところなんですけれども、うちの会員でね。全く

聞こえないお子さんとかよく来て、聴力残ってて、補聴器をつけて、教育委員

会のほうからＦＭ補聴器というのを貸していただいて、授業とか受けているの

で、実際手話ができる子どもというのはいないですよ。実態として、聴覚障害

がある子どもがさらに、イコール手話を獲得してるという、イコールではない

というところをどこかの中に入れていただけたらいいかなと思います。 

 例えば挨拶からとか、先ほどＢ委員に教えていただいた手話の入り口からで

もいいから、全生徒が使えるような感じで広く、浅くというか、そういう感じ

で取り入れていただいたほうがいいのかなとは思います。 

 

聴覚障害者と聴覚障害児というのを合わせて、表現するのは、何かちょっと

私は違和感があるんですけどね。どうなんですかね。ご意見。 

 

10年ぐらい前までは聾唖者って言っていたんです。 

 聞こえない、話せない。それが数年前から変わってきて、それが今は変わっ

てきて聞こえない、聞こえない人は手話でもってコミュニケーション。その考

え方がろう者、私はろう者という言い方でやってます。さっきの子どもの教育

は大事ですけれども、僕は昔若いとき、聞こえない仲間がいたんですね。その

仲間がいるということが新しい手話とか、ほかの情報とかも聞きながら伝え合

うということ、そう考えると聞こえない障害者を持った子が、そうした子ども

たちばっかりの中で情報が限られているのかなと、ですから小学校、中学校、

派遣して手話で通訳をしても。それは疑問に思っています。 

 それとＡ委員が試案の足らない部分を言われていたんですけども。市から出

た試案の足らない部分、それを踏まえて作るのか、事務局の案として、僕たち

と市からの意見を出して作っていくのか、あと残り２回しかありませんから、

これで決まっていくのかなという不安があります。 

 Ａ委員が４つ出されたんですけども、僕としたら人が生きていくのに一番大

事なことだと思うんですよ。医療面での通訳のことが全く載ってません。それ

から通訳やってる方申し訳ないですけども、上手な通話者がほしい、ごめん

ね。非常に難しいんですよ。勉強する場所が足らないとか、また勉強をする場

所がない、実際に若い人が少ない、高齢者が多いとかね。ボランティアだけで

は務まらないですね。手話を勉強して手話通訳者を、それを獲得して、それを

就職に生かせたら、そういう社会を作っていただきたい、大きな話になります

けれども、それでなければ、結局、手話通訳はボランティア活動で終わってし

まうと、その結果僕たちが望んでいる、きちんとした通訳をやってほしい、そ

こが狙いです。レベルが高くなると思うんです。本当にしんどいです。ここに
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いらっしゃる方、本当に頑張っていただいてるんですけれども、悪口になった

ら失礼なんですけども、ほかの人たちもきちっと通訳ができる、特に僕が思う

のは医療。医療のことは難しいですね。先生がおられる。それをそのまま表現

されても、意味を理解できない、お医者さんがいて、看護師さんがいて、通訳

さんがいてと言われると、単なるうなずきだとか、分からなくってもうんうん

とうなずいてしまうんです。お医者さんが分かってるだろうという感じでとら

れてしまうんです。 

 ですから、手話通訳者は、聾唖者の反応を見破るぐらいの力がほしいです。

そういう手話を学べる体制になってないんです。通訳を受けていて、それはち

ょっと違うなと言いたいんですけれども、でも来ていただいてありがたいから

言えないんです。結局は医療通訳の方、手話通訳を医療制度の体制を市の責任

でと考えております。 

 前にもし経験がありましたら教えてください。大東とか堺で教えてもらえる

ことがありましたら、教えていただきたいです。 

 

私は大東になるんですけども、大東の場合は、初めての条例ということでし

たので。今日、Ａ委員が、その４条の財政措置というのがあるですけども、こ

のお金に関してはね。生々しいといったら分かりませんけども、むしろ条例を

作って、その条例をいかに実現していくかという。ソフトの面で、施策をどう

進めていくのかという、これを実現するために、そのあたりの会議を制定しよ

うという、推進会議をですね。そういうものを経由して、それから今出てきた

医療の問題とか、様々な問題がありました。通訳さんのレベルの問題とか。そ

ういうことをどういう形でやられてたとかですね。そういう、それ以上はお金

が足らんこともあるんですけどね。施策をどう進めていくのか、これらの要望

を実現させるのか。だから、そのときもかなり、いわゆる手話は言語であると

いうことで、次をどうするのか、そのときに、障害者差別解消法もありました

しね。さまざまな対策を、あるいは羅列していた、人権にそれだけ重きを置い

てたときだったと思うんですけども、そういう流れの中で、手話言語条例作っ

たということでしたので、かなりそのあたりが具体的な進め方というよりも言

うてきましたですね。 

 ですから、特に市役所の職員さんもね。手話を学習していくという、そうい

う機会を設けたりとか、学校現場での手話講義の増員であるとか。 

 それと社会教育、教育委員会とかも、事業者さんとかね。そういう方への手

話の浸透というか、そういうことも推進会議の中で、実行していったらいいと

いう、そういう経験はあります。 

 

堺市の場合も、たぶん枚方とかなり似てる部分があると思うんですけれど

も、聴覚障害者団体の方と公式、非公式で、さまざまな協議をずっと長い間や
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っておりましたので、こういった協議会で検討はしたんですけども、その背景

としては、そういった公式、非公式の取り組みがあって、具体的な案の精査と

か、そういったことまで、ある程度もまれた状態のものを、協議会でやってい

たというものがありました。 

 プラス当時の職員の方ですごく熱心な方、大変熱心な女性の方がいまして、

２年近くかな、手話講習会にもずっと参加されて、かなり手話も習得されてと

いうことで、それは手話をするだけでなくて、その手話を学びながらろう者の

世界も勉強されたりというところで、条例策定、かなり事務局の方が熱心に取

り組みんでいました。 

 あと協議会など知的障害の会とか、親の会とか、身体の会とか、いろんな方

がいらっしゃって、私たちだってコミュニケーション待ってるというような声

もあったので、最終的にはコミュニケーション条例という形にはなったんです

けど、もともとの出発点は違う、聴覚障害を持った人、ろう者のほうにもとい

形がありました。今おっしゃった。大東市も結構いろんな議論の経緯があった

んだろうなと推測していまして、財政の措置のところも非常によいなと思うプ

ラス、その推進協議会というのを作って、また継続検討していきますという内

容になってるので、いろんな考え方の調整があったんだろうなというふうに推

測します。 

 文書って作るのって、意外とそういったいろんな背景事情が、皆さんの背負

ってる考えとかがあるので、条例を作るの、結構難しいですけど、先ほどＢ委

員がおっしゃった医療の問題って、すごく私も大事だと思うんですけれども、

医療を、いわゆる各論ですね。各論という形で入れるかどうかというところ

が、大事だと思うプラス、それが、自分が今取り組んでるテーマだったら、例

えばどう思うとかですね。それから福祉とか、交通問題とか、さまざまな、自

分にとって今大事と思っている問題、これも入れたい、あれも入れたいとい

う、人それぞれの意見だと思うので、全体に調整していくのは、非常に時間と

力がかかるだろうなと考えています。 

 障害者差別解消法ができる前に、私も日弁連で障害者差別禁止法を作ろうと

いうことで、ずっと活動してたんですけれども、ただ、各論にやりたい、労

働、医療、みんな入れたい、全部差別だと入れたいんですけども、最終的に差

別解消という形で国及び地方公共団体というのと、事業者の責務という形で、

かなりざっくりした内容になりました、団体としてはみんな不満もある中も、

やっぱり形があるかどうかって大事なので、まずはそこから始めましょうとい

う形で、法律は制定されたわけですけれども、その今回、医療の問題もまさに

そういったことと関わるなと思って聞いてました。 

 医療だと病院崩壊とか、医師会だとか、さまざまな団体との意見交換も必要

になってきて、そして個人の医院の方と、大学病院の方と全然違ったりとかす

るので、どこでどう調整をしていくかというのは非常に難しいところもあった
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りして、大事だと思う部分と、やろうとするとすごく難しそうな、時間とかが

かかりそうだなと感じました。 

 

では５分程度休憩をとらせていただきます。 

 

（休憩） 

 

それでは再開したいと思います。何か意見あれば。 

 Ｄ委員どうぞ。 

 

条例の文章ですが、今も話し合ってますが、時間がどうしてもかかると思う

ので、あと2回で終わることはできないと思うんです。もっと協議を進めて、

深めないといけないと思います。大東市の場合には、もっと時間を使ったそう

です。話の場に市民、ろう者、通訳者、必要とあれば、そういう方たちも集ま

ってもらってという場所もあったそうです。明石市も手話言語条例が制定され

た後、そのまま進めて話し合いが行われたそうです。協議会というのをずっと

続けておれるそうです。私も同じようにしてほしいと思います。条文に載せて

ほしいです。 

 

Ｂ委員どうぞ。 

 

先ほど医療の問題と、通訳者のレベルアップ。大事なのを忘れてたのです

が、災害のときの通訳派遣、その３つをやっぱり入れてほしいと思います。 

 

財産を守るというので、例えば親が亡くなって、兄弟で財産供与とかすると

きの話のときには、通訳派遣ができなくって、結局分からないまんまという部

分がたくさんあったりするんですね。そういうところの通訳は認められないと

いう部分があるんですけども、また、ほかにもそういうろうあ者が、知識をつ

けられない、学べないというところがありますよね。全部音声なので、手話で

学ぶこともできない、知識をつけることができない、でも、つけようとしても

手話通訳がつかない、手話通訳派遣をしてもらえない、その派遣制度の範囲と

いうのがあるんですけども、それはもう財政の問題だと思うんですけれども、

そこがネックになって、反対にその医療で通訳者側がすごく通訳しにくい、ろ

うあ者に通じにくい、ろうあ者は反対に何を言ってるか分からない、通訳者が

下手というふうになるんですけれども。 

 例えば、私がいつも苦労する一つとしては、筋肉というのが体の外から見え

ないじゃないですか。でも、腰痛が痛いのは筋肉が弱ってるからと先生がおっ

しゃっても、それを通訳するのはすごく大変なんですね。筋肉という単語があ
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ったとしても、筋肉のつき方とかがあると思うんです。でも、筋肉が見えない

から、筋肉がどのようについてるかって、ろうあ者知らないんですね。筋肉が

どんだけ大事なものか、どんだけ筋肉が疲労するって、筋肉が疲労するという

のは全然意味が分からない。そういう知識がないんで、そこをどういうふうに

通訳するのかといって、ただ、そういう講習会であったり、手話を普及しよう

という広く浅くというのですか、皆さんに手話を知ってもらう程度だったら、

ろうあ者にちゃんと情報提供できない、通訳できないんですよ。 

 Ｂ委員がおっしゃったように、そこだけしか通訳者が学ぶ場所がないので、

通訳下手くそ、通じひん、命の問題やということになって、通訳者はすごく努

力をしてお金もかけて勉強もするんですけれども、通訳者の技術であったり、

プラスろうあ者の知識をつけてもらう、その現場というものが、ほしいなって

常々思います。 

 

条例を制定した後、具体的に何をするのか市が決めるのですか。改めて関係

者が集まって、そういう討論をする場が必要だと思います。会議をやることに

ついて、条文にいれてはどうでしょうか。 

 

私、年表みたいなものを作ってお配りさせてもらったんですけども、枚方市

は50年前から聞こえない方、若いときに作られて、一人でろうあ者の通訳者を

派遣したりとか、ずっとしていてすごく活発な市なんです。ろうあ者が強いで

す。ろうあ者が主体的に活発に動いているような気がしまして、手話を教える

のもろうあ者が教えて、聞こえる人は手話を教えるのではなくって、ろうあ者

が手話を教えてる市なんですね。色んなことがろうあ者の力でしてきているん

です。また、通訳者協会も頑張って、ほかの県や市にはないような団体になっ

てるんですね。 

 ですので、条例の前文であって、枚方市独自の味のある。枚方市の味のある

条例になったらいいなと思います。 

 

 ほか、何か。どうぞ。 

 

先ほどＢ委員が話されたように、医療や緊急のときに、病院や消防署に突然

通訳を頼むことができないんですね。時間制限があるので、例えば市役所は９

時から５時半の間と決まっています。それ以降は派遣ができない状態です。朝

から５時半以外の時間、突然夜におなかが痛くなったりしたときに、でも役所

は閉まっている。消防署に緊急通報という連絡をしても、高齢者ではスマホが

できないという方もいらっしゃるので、ファクスになるんですけども、すぐに

返事はきません。なかなか通じないということが多いです。なのでタブレッ

ト、スマホやタブレット手話通訳をするという方法があるんですが、それで通
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訳者を呼んで病院に行ってもらえるみたいな方法があるんです。そういう制度

をきちんと早くつけてほしいです。 

それと福祉の手引きに日常生活用具があって、通信、屋内信号装置や、ファ

クスとかというのが、日常生活用具としてあるんですけども、その中に、今フ

ァクスを使ってるところというのは減ってきているので、タブレットを聴覚障

害者に配付してほしいです。それを日常生活用具としてファクスに切り替えて

タブレットを日常生活用具としてほしいということを、ろう者からたくさん言

われてるので、ぜひよろしくお願いします。 

 

事務局、どうぞ。 

 

さきほど施策の進めるところで、ご指摘があったと思うんですけれども、社

会福祉審議会の障害専門部会というものがありまして、障害者全般につきまし

て、ここで審議をしております。 

 

その障害専門部会というのは当事者プラス通訳者を含めて審議はできるので

しょうか。 

 

当事者の方は入っていただいておりますが、通訳者の方は入っていないで

す。 

 

通訳者というのは、間を持つ立場であって、でなくって、話の中に通訳者、

私みたいに今通訳者として意見が言える立場の通訳者っておっしゃったので、

通訳者は何も意見言わないので、聞こえてることを手話にして、手話でやって

いることを主に言ってるだけなので、通訳者として審議に参加することがない

と思うんですね。そういうところで、当事者プラス関係通訳者というのが参加

できるのかということを、確認したいです。 

 

通訳者さんが委員として、専門部会に出席するということではありません。 

 

ろうあ者も委員として参加する、ろうあ者もちゃんと中身が分かってるかど

うかが問題です。平成29年に載っています。読みますからね。 

 当市では障害のあるなしに関わらず、基本的人権を尊重され、社会の中で、

その人が社会生活ができることを目指しています。障害者施策に関わる業務と

して、障害のある人が障害がない人と同じように地域の中で充実して生活でき

るようにします。障害のある人は、社会の一員としてあらゆる社会生活に参加

し、日々の活動ができるようにすると書いてあります。だから、社会生活に参

加し、先ほどＤ委員が言われたように、地域ではあるけども、そこは閉まって
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いるんです。役所が閉まっている。そういう状態でこんなことができるのかと

いうわけです。 

 

はい、どうぞ。 

 

さきほど、例えば大東市であるような協議会の継続的に、大東の条例を使っ

ていくための協議会からも設けてほしいということをＤ委員がおっしゃってた

と、私は理解しました。それに対して事務局からは、そういった協議会は今の

ところ予定はしていない、なぜならば社会福祉審議会の障害専門部会が、それ

に近いような部会としてあるので、新たな縦割り的なグループを作ることが、

まず大変難しいというようなご趣旨かと理解をしました。 

 どちらの意見も、事務局側のご都合もあるとは理解してるんですけど、いく

つかの条例を拝見していくと、大東市は、そういった協議会なり、ほかの市で

は確かに協議会はあるんですけども、意見の聴取の場に関しては、どこの市の

条例でも、その受けておられまして、今回事務局試案には、意見聴取的な文言

はないので、どの市よりもある意味、当事者の意見を聞くとか、施策をどう使

っていくということに関しては、どの市よりも後退しているように思います。

その新たな協議会の場を設定の予定をしていないとおっしゃると。じゃあこの

条例を作ってどうろう者の生活を豊かにしていくとか、手話を活用してくと

か、これどう実現していくかということは見えてこないんです。せっかく作る

ならば、使える状態を作らないといけないし、せっかく作るならば他市にも自

慢できるような条例にしたいというようなところが、多分、皆さんあろうかと

思いますし、主体的になったときは、当事者であるろう者のことをまずはベー

スに考えるべきだと思います。そのろう者の生活にとって手話はいかに使いや

すいかというところはベースなので、そこに関して協議会を作りません、意見

を聞く必要もありませんと言われると、少しどうかなというところがあって、

もう少し事務局さんのほうでご検討いただく必要があるのかなという感じはし

ました。 

 

 私も回答と違う意見でして、いくら良い条例作っても、それが実現せんかっ

たら意味ないと思うんです。何のためのこの条例かということで、手話言語条

例ということですので、何で手話が言語なのか、例えば審議会の部会のほうで

も、そこまで細かな話、たぶんないと思うんですね。だから日常的な生活をど

うしていくんかというような。そういう話になれば、少し審議会と違った話し

合いになるのかなと、そこはやはり当事者の方が主人公と言ったらおかしいで

すけども、中心になってかなと思うんですけども、それが条例の趣旨かなとい

うような感じはしますので、そのあたりは全部入れるのは難しいかも分からん

けども、何か一歩進んだ、やっぱり枚方やなというようなものを、意見を伺っ
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た以上作っていきたいなと、私も思っておりますので、何卒よろしくお願いい

たしたいと思います。 

 ほかございませんでしょうかね。 

 はい、どうぞ。 

 

この策定の内容ではなく、一般市民の方がどういう感じかというところをお

話していきたいと思います。 

 私は20年前から、手話サークルに入って、少し手話は下手ですけれど、手話

をしています。先日、島田さんにサークルのほうに来ていただいて、お話をし

ていただいた中で、私としてはすごく目からうろこというようなことを経験と

いうか、知りました。ろうあの方で、一度も音を聞いたことがない人が文字を

見ても話の内容を理解出来るように勉強されています。皆さん（健常者）が、

英語は少し勉強してますけども、ロシア語、フランス語、字を見て理解できま

すかとおっしゃったんです。そういうことは考えの中にも入っていませんでし

た。私が民生委員として、いろんな経験の中で足の悪い人、腰の悪い人、目の

見えない方というところでは、アイマスクをして歩く経験をしたり、足の重た

いものをつけて歩くこと、それから車椅子乗るとか、乗せるという経験しまし

たけれども、ろうの方の、この耳の聞こえない経験はまだしておりません。だ

から一般市民の方が聞こえないということはどういうことになるのかというこ

とをたぶん皆さん知っておられないじゃないかなと思います。私もろうあのお

友達もいるけども、そういうことかと、フランス語、ドイツ語見て、理解でき

ますかと言われたところに一番ショックを受けました。だから、この携わって

きててもこんなんだから、一般市民の方々に、ろうあの方の理解を伝えていく

ために私も努力したいし、条例ができた後、その難しいことじゃなくって、ど

ういうことなのかということを一般市民の人に分かるようなお話とか、いろん

な行動が出てきたり、皆さんもそういうことを勉強していただきたいなと思い

ました。 

 条例とは関係なく申し訳ないです。 

 

ほかございませんでしょうか。 

 そうしましたら、時間もきてますので、ご意見色々いただいたんですけど

も、事務局としてはどうでしょうか。 

 

本日いただきましたご意見を元に、再度、試案のほう検討しまして、庁内会

議も深め、小寺会長とも調整を行った上で、次回、第3回の審議会に素案とし

てお示しして、再度、皆様からご意見をいただきたいと思っております。 

 

ただいま、事務局からご説明がありましたが、本日いただきました意見など



－19－ 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

Ｂ委員 

 

事務局 

 

 

会長 

を元に、「素案」をまとめて、10月をめどに、第３回審議会を開催して、皆様

からのご意見をいただきたいということです。よろしくお願いいたします。 

 事務局ほかございますでしょうか、 

 

では第3回の審議会の日程につきましては、委員の皆様に改めまして、ご連

絡させていただきますので、ご協力のほうよろしくお願いいたします。 

 

一つお願いがございまして、１週間ぐらい前に送っていただきたいです。 

 

鋭意努力はいたします。申し訳ございません。努力はいたしますけども、よ

ろしくお願いします。 

 

それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。 

 本日は、ありがとうございました。 


